
長久手市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則の一部を改正す

る規則

長久手市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則（平成１８年長久手

町教育委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和4年4月1日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免

については、なお従前の例による。

改正後 改正前

（使用料の減免） （使用料の減免）

第１３条 使用料を減免することが

できる場合は、市長が別に定める。

第１３条 条例第３条の規定により

使用料を減額し、又は免除すること

ができる場合は、次のとおりとす

る。

(1) 市、教育委員会その他の官公

署が使用するとき。

(2) 市内の公共的団体又はこれに

準ずる団体が使用するとき。

(3) 青少年の健全育成を目的とす

る事業で、市立小学校の児童又は

市立中学校の生徒で構成する団

体が使用するとき。

(4) その他教育委員会が特に必要

と認めるとき。
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